[bookmark: LWG=67abe885-8c44-41fe-8b5e-10ab95838222]大樹町省エネ機器購入補助金交付要綱を次のように定める。

　　令和８年２月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大樹町長　黒　川　　　豊

大樹町告示第10号

大樹町省エネ機器購入補助金交付要綱
[bookmark: LWG=524013ae-41bf-47ff-825f-9915432595ed]
（趣旨）
第１条　この要綱は、対象となる省エネ機器（以下「対象機器」という。）の新規購入及び買換えを行う大樹町民に対し、大樹町省エネ機器購入補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、省エネ機器製品への買換えの促進に加え、熱中症対策を目的として、大樹町補助金等交付要綱 （平成15年10月１日訓令第15号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[bookmark: LWG=2d4e4b8f-d104-4077-8692-8b05bdc15281]（定義）
第２条　この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)　 対象機器　冷蔵庫、冷凍庫、エアコン
(2)　 冷蔵庫及び冷凍庫　エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）に基づく省エネ基準達成率が、目標年度2021年度において100％以上で、かつ、既存住宅に設置するものをいう。
(3)　 エアコン　エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）に基づく省エネ基準達成率が、目標年度2027年度において100％以上で、かつ、住宅に固定して設置するものをいう。
[bookmark: LWG=6eb3b26d-9ddd-4c4c-a3da-0c1432eff2c8]（交付対象者）
第３条　補助金の交付対象者は、自らが居住する町内の既存住宅において購入又は買換えにより対象機器を設置した者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)　 大樹町に住民登録がある個人であること。
(2)　 補助対象者及び補助対象者の同一世帯員が町税、その他市区町村に対する債務の履行を遅延していないこと。
(3)　 次のいずれにも該当しない者であること。
1　 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）
2　 暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
(4)　 補助金の申請を行おうとする省エネ家電の購入費用について、国又は地方公共団体が行う他の補助制度により補助を受けていないこと。
(5)　  補助対象者又は補助対象者の同一世帯員が補助金の交付を受けていないこと。
[bookmark: LWG=83103998-88e4-474f-b759-c03d0a2755d3]（補助対象機器）
第４条　補助の対象機器は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)　 新品であること。
(2)　 令和８年４月１日から令和９年２月28日までの期間に購入及び納品したものであること。
(3)　 自らが居住する町内の住宅に設置するものであること。
(4)　 家電製品取扱店舗で契約、購入したものであること。（インターネットオークション、オンライン購入、フリマアプリ、個人売買したものは対象外とする）
(5)　 [bookmark: LWG=43891474-b1f4-41c7-a42d-1ec5841b3249]買換え前の既存家電製品が、特定家庭用機器再生商品化法（平成１０年法律第９７号）に基づき適正に処理されていること。
（補助金の対象経費）
第５条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象機器（付帯するリモコン、配線等を含む）の購入経費並びに設置及び配送に要する経費とする。
2　 前項の規定にかかわらず、設置及び買換え前の既存家電製品の撤去に要する経費は補助対象外とする。
[bookmark: LWG=9da47a6b-ce2c-432d-a967-117090c31d5d]（補助金の交付額）
第６条　補助金の交付額は、別表第１のとおりとする。
2　 前項に掲げる補助金の交付は、補助を受けようとする年度において、予算の範囲内で、交付対象者の属する世帯当たり対象機器各１台を限度とする。
[bookmark: LWG=570386b8-b8a8-4ac7-af1d-829da0db950c]（交付申請）
第７条　この要綱により補助金の交付申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、第４条で定める申請期間内に、次に掲げる書類を添付の上、大樹町省エネ機器購入補助金交付申請書（別記第１号様式）を町長に提出しなければならない。
(1)　 購入する対象機器の機種名（型番）が分かる資料の写し
(2)　 対象機器に要する経費が分かる見積書の写し
(3)　 設置前の状況が分かる写真
(4)　 その他町長が必要と認める書類
[bookmark: LWG=c29e0116-c324-4ea4-b3c9-03f217661f7a]（交付決定）
第８条　町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに大樹町省エネ機器購入補助金交付決定通知書（別記第２号様式）又は大樹町省エネ機器購入補助金不交付決定通知書（別記第３号様式）により申請者に通知するものとする。
[bookmark: LWG=6378d1dd-3f0e-42f0-a328-67006a612e1e]（補助事業の変更又は中止）
第９条　申請者は、第６条の申請内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに大樹町省エネ機器購入補助金変更・中止承認申請書（別記第４号様式）を町長に提出し承認をうけなければならない。ただし、交付決定額の変更は交付決定額を上限とする。
2　 申請者は、補助金交付の目的達成に変更をもたらすものではなく、補助事業の内容に大幅な変更が生じない場合で、補助事業に要する費用が変更となるときは、軽微な変更として第９条の実績報告時に変更内容を町長に報告するものとする。
3　 前条の規定は、第１項の申請を受理したときについて準用する。
[bookmark: LWG=74f8d679-04de-4895-8abe-3f12e0406faf]（実績報告）
第10条　第７条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請に係る事業が完了したときは、大樹町省エネ機器購入補助金実績報告書（別記第５号様式）に次に定める書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。
(1)　 対象機器を購入した際の領収書の写し
(2)　 設置後の対象機器の写真
(3)　 その他町長が必要と認める書類
2　 前項の規定による報告書は補助金の交付決定日が属する年度の３月末日（当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等ではない日）までに提出しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
[bookmark: LWG=50bcd90d-3be8-4c02-bb30-b4d48e3e6060]（補助金の額の確定等）
第11条　町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査の上、補助の要件を満たしていると認めたときは、補助金の額を確定し、大樹町省エネ機器購入補助金交付額確定通知書（別記第６号様式）により交付決定者へ通知するものとする。
[bookmark: LWG=42d92324-621f-47e0-8dbe-3bc5330b2a97]（補助金の返還）
第12条　町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第８条の規定による交付決定通知を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)　 この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2)　 その他補助金の交付が不適当と認められたとき。
[bookmark: LWG=2c975696-e621-4d8c-aaed-416ab51e171c]（委任）
第13条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
[bookmark: LWG=8ac01d56-d619-473b-826c-305200f3f203]

附　則
この要綱は、令和８年２月12日から施行する。


	補助対象
省エネ家電
	統一省エネラベル
	補助金の額
	補助限度額

	
	目標年度
	達成率
	
	

	冷蔵庫及び
冷凍庫
	2021年度
	100％
以上
	補助対象経費の２分の１以内の額（その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）
	５万円（町外購入の場合は３万円）

	エアコン
	2027年度
	
	
	５万円（町外購入の場合は３万円）


別表第１










注 「町外購入」とは、町外に所在する店舗からの購入をいう。

